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藤沢市個人情報保護審査会答申第１７号

２００５年１０月２４日

（平成１７年）

藤沢市長 山本 捷雄 様

藤沢市個人情報保護審査会

職務代理者 篠崎 百合子

救急活動報告書の開示一部承諾決定処分に対する異議申立てに

ついて（答申）

２００５年（平成１７年）４月２７日付けで諮問された「藤沢南消防署に

より２００３年９月１４日に行なわれた本人の救急搬送に関する救急活動報

告書。ただし２０時半前後に本鵠沼駅前から藤沢市民病院へ搬送されたもの

について」に係る管理情報開示一部承諾決定処分に対する異議申立てについ

て、次のとおり答申します。

第１ 審査会の結論

藤沢市長（以下「実施機関」という。）が、異議申立人の行った「藤沢

南消防署により２００３年９月１４日に行なわれた本人の救急搬送に関す

る救急活動報告書。ただし、２０時半前後に、本鵠沼駅前から藤沢市民病

院へ搬送されたもの」(以下「本件文書」という。）の管理情報開示等請

求に対し、本件文書中の通報者名及び電話番号（以下「本件非開示部分」

という。）につき、藤沢市個人情報の保護に関する条例（平成１５年藤沢

市条例第７号。以下「条例」という。）第２３条第１号の規定に基づき、

２００５年（平成１７年）３月３１日付けでした管理情報開示一部承諾決

定処分は、妥当である。

第２ 本件諮問までの経過

(１)異議申立人は、２００５年（平成１７年）３月２５日付けで、実施機
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関に対し、条例第２０条により、本件文書につき、管理情報の開示請求

をした。

(２)実施機関は、同年３月３１日付けで、管理情報の開示請求に係る本件

文書につき、本件非開示部分を除き、管理情報開示一部承諾決定処分を

した。

(３)異議申立人は、同年４月２２日、実施機関に対し、前記管理情報開示

一部承諾決定処分の取消しを求める異議申立てをした。

(４)実施機関は、同年４月２７日付けで、藤沢市個人情報保護審査会（以

下「審査会」という。）に対し本件異議申立てについて諮問した。

第３ 異議申立人の主張要旨

(１)条例第４条第１号には、個人情報について「個人に関する情報であっ

て特定の個人が識別され、又は識別され得るもの（他の情報と照合する

ことができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる

ものを含む。）をいう。ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情

報を除く。」と定義されているところ、本件非開示部分は個人情報では

なく法人情報である可能性が存する。

(２)仮に本件非開示部分が個人情報に該当するとしても、条例第２５条に

基づく裁量的開示がなされるべきである。

すなわち、本件文書は、異議申立人が、２００３年（平成１５年）９

月１４日、小田急電鉄江ノ島線本鵠沼駅前にて転倒し負傷した事故（以

下「本件事故」という。）の際の救急活動報告書であって、通報者の氏

名及び電話番号が記載されているところ、通報者は異議申立人の転倒状

況を目撃している可能性が高い。異議申立人は、傷害保険金請求のため

転倒状況の目撃者による事故証明書を保険会社に提出する必要があり、

通報者に事故証明書の作成を依頼するため本件非開示部分の情報を取得

することは、異議申立人の権利利益を保護するために特に必要がある。

第４ 実施機関の主張要旨

(１)本件非開示部分は、通報者名及び電話番号であるところ、これらは、

異議申立人本人以外の第三者の個人情報であって、条例第２３条第１号

に該当し、実施機関は開示義務を負わない。
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(２)本件非開示部分を開示することが、個人の権利利益を保護するために

特に必要があるとは認められず、条例第２５条の規定によって裁量的開

示をすべき場合に当たらない。

第５ 審査会の調査及びその結果

(１)本件文書をみると、本件非開示部分は、「通報者」欄に氏のみがひら

仮名表記されたもの及び「電話」欄に固定電話の電話番号が記載された

ものである。

(２)２００５年（平成１７年）６月２４日実施した実施機関職員（藤沢市

南消防署署員）からの聴取結果によれば、本件非開示部分である「通報

者」欄は、１１９番通報を受けた際に通報者から聴取した氏を記載した

ものである。同じく「電話」欄は、１１９番通報を受けた際に電話機に

表示される架電元電話番号を記載したものであり、通報者から聴取した

ものではない。したがって、通報者の自宅や就業先等の電話番号である

かどうかは判然としない。

また、実施機関提出の２００５年（平成１７年）７月２６日付け「諮

問事案に関する資料の提出について（回答）」と題する文書によれば、

実施機関は、異議申立人から本件文書の開示請求を受けた２００５年（平

成１７年）３月２５日以降、同年４月４日及び７月１９日の２度にわた

って、上記「電話」欄に記載された電話番号に架電したが、いずれも呼

出音は鳴るものの電話に出る者がなかった。

また、実施機関は、上記「電話」欄記載の電話番号が小田急電鉄株式

会社本鵠沼駅の電話番号であるか否かを確認するとともに、同駅に対し、

上記「通報者」欄記載の氏に該当する社員が本件事故当時在籍していた

か否かを照会したが、いずれも非該当であった。

(３)２００５年（平成１７年）７月２１日実施の異議申立人法定代理人か

らの聴取結果及び同人提出資料によれば、異議申立人は、本件事故当時、

傷害総合保険の被保険者であった。異議申立人は、上記保険契約に基づ

き、本件事故についての通院保険金及び後遺障害保険金の請求をしたと

ころ、通院保険金については一部の支払がなされたものの、後遺障害保

険金については、本件事故と後遺症（局部神経症状）との因果関係が明
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らかでないこと、保険約款において保険会社から請求があった場合には

提出すべきこととされている事故証明書（公的事故証明書が発行されな

いときは、第三者による事故目撃者証明・事故届出証明欄に署名捺印さ

れた保険金請求書）が提出されていないことを理由として、保険金請求

に応じていない。

異議申立人が本件事故前から糖尿病に罹患していたことから、保険会

社は、異議申立人の下肢の局部神経症状を、事故による受傷によるもの

ではなく、糖尿病によるものである旨主張している。

第６ 審査会の判断理由

(１)個人情報該当性

本件非開示部分をみるに、本件非開示部分は、１１９番通報の通報者

の氏及び通報時に利用した電話番号であり、特定の個人が識別され、又

は識別され得るので、個人情報に当たる（条例第４条第１号）。

この点につき、異議申立人は、個人情報ではなく法人情報に該当する

可能性もある旨主張する。しかし、実施機関における、前掲の調査をみ

ると、「事業を営む個人の当該事業に関する情報」とは認定できず、む

しろ個人情報である可能性のほうが高いと思われる。

よって、条例の個人情報保護の観点からは、条例第２３条第１号に定

める開示義務の例外に当たると解するのが相当である。

(２)裁量的開示について

条例第２５条は、「実施機関は、開示請求に係る管理情報に非開示情

報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するために特

に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該管理情報を開示

することができる。」と規定する。これは、実施機関の裁量的判断を認

めたものであり、裁量の範囲を逸脱した場合に、裁量権濫用として不当

と評価される。

そこで、本件の実施機関の判断に裁量の範囲の逸脱があったかどうか

を検討する。

本件において考慮すべき個人の権利利益は、異議申立人によれば、傷

害総合保険契約に基づく後遺障害保険金請求のために保険会社に提出す



- 5 -

る事故証明書作成のための目撃者の確保ということである。

しかし、後遺傷害保険金請求の可否は、異議申立人が転倒した事実の

有無や転倒状況についての目撃者の確保如何によるのではなく、保険会

社と異議申立人間の従前の交渉経緯、及び、異議申立人の後遺障害であ

る下肢の局部神経症状は外傷以外に、当時異議申立人の罹患していた糖

尿病によっても生じうるものであるということに照らせば、異議申立人

の下肢の局部神経症状が外傷に起因するのか糖尿病に起因するのかとい

う医学的判断により決せられるものと思料される。

したがって、異議申立人の転倒状況等の目撃者を捜し出すことは、同

人の保険金請求という権利利益を保護するために特に必要があるとまで

は認められない。

以上によれば、異議申立人の権利利益と裁量開示によって侵害されう

る第三者のプライバシー等の権利利益との比較衡量を行うまでもなく、

条例第２５条に基づく開示を行わなかった実施機関の判断は裁量の範囲

内である。

(３)結論

よって、実施機関が、本件非開示部分を除いて管理情報開示一部承諾

決定をした処分は妥当であると判断する。

以 上





別紙 （諮問第１７号）

審査会の処理経過

年 月 日 処 理 内 容

2005.4.27 諮問

2005.5. 2 審査会から市長に一部承諾決定理由説明書の提出要請

2005.5.12 市長から審査会へ一部承諾決定理由説明書の提出

2005.5 16 審査会から異議申立人に理由説明書を送付し、説明書に対

する意見書の提出を要請

2005.6.24 実施機関からの意見聴取

2005.7. 7 異議申立人から審査会へ一部承諾決定理由説明書に対する

意見書及び関係資料の提出

2005.7.21 異議申立人からの意見聴取

2005.7.21 審査会から市長に関係資料の提出要請

2005.7.26 実施機関から関係資料の提出について回答

2005.8.31 審議

2005.10.24 答申




